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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成24年4月5日(2012.4.5)

【公開番号】特開2010-191078(P2010-191078A)
【公開日】平成22年9月2日(2010.9.2)
【年通号数】公開・登録公報2010-035
【出願番号】特願2009-34040(P2009-34040)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  13/04     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/18     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ   5/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ  13/04    　　　Ｄ
   Ｇ０２Ｂ  13/18    　　　　
   Ｇ０３Ｂ   5/06    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年2月15日(2012.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ティルト機構を有する撮像光学系と、該撮像光学系によって形成される像を光電変換す
る撮像手段を収納したカメラ本体とを有する撮像装置において、該撮像光学系は該カメラ
本体に固定又は着脱可能に装着されており、
　該撮像手段の撮像範囲の長辺方向の長さをＩｍｈ、
　該撮像光学系のティルト中心位置から該撮像手段の撮像面までの距離をＴｃｅｎ、該撮
像光学系の焦点距離をｆ、
　該撮像手段の撮像面から最至近距離物体までの距離をｄｍｉｎ、
　該撮像光学系の前側主点位置から該撮像手段の撮像面までの距離をＨＦ、該撮像光学系
の最大ティルト角をθ（度）
とするとき
０．９＜Ｔｃｅｎ／ｆ＜１．６
０．７５＜（ｄｍｉｎ－ｆ－ＨＦ）・Ｉｍｈ・ｔａｎθ／２ｆ２＜１．２０
なる条件を満足することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記撮像光学系の後側主点位置が最も撮像面側のレンズ面よりも撮像面側に位置してい
ることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記撮像面から最も撮像面側のレンズ面までの距離が、前記撮像面から前記撮像光学系
の後側主点位置までの距離の２倍以上であることを特徴とする請求項２に記載の撮像装置
。
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